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群馬県外部委託等推進ガイドライン

平成１９年１０月制定

平成２６年９月一部改正

１ 策定の目的

現在の社会経済状況や県行政を取り巻く非常に厳しい状況下において、県として県民

が真に必要とする行政サービスを継続して提供していくため、県行政の担うべき役割を

見直すとともに、県行政の業務効率を可能な限り向上させていく必要がある。そのため、

新たなガイドラインを定め、民間のノウハウ等を活用する外部委託等を、全庁的に積極

的に推進しようとするものである。

２ 基本的な考え方

（１）「民間にできることは民間に」との考えを基本に、県が実施している業務について、

まず必要性の観点から廃止すべきものは廃止した上で、民間、市町村などとの役割分

担の見直しを行い、今後も引き続き県が直接実施すべき業務について、県民サービス

の向上やコスト削減など業務効率を向上させるため、県民、ＮＰＯ及び民間企業等に

具体的な実施を委ねる外部委託等を積極的に進める。

（２）「あらゆる手法を活用」との考えを基本に、外部委託等の導入に当たっては、従来

から実施している民間委託だけではなく、指定管理者制度、市場化テスト、ＰＦＩ、

その他ＰＰＰ手法などあらゆる手法の活用について検討する。

３ 対象となる業務

対象とする業務は、現在県が実施している全ての業務とする。

ただし、法令上の規定や公正性・公平性等の観点から県が直接実施すべき業務は除く。

４ 外部委託等推進の視点

次の視点に立って、外部委託等を推進する。

（１）効果的な行政サービスの提供

→ 提供される行政サービス水準の向上や公正な配分が図られるか。
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（２）効率的な行政サービスの提供

→ コストの削減が可能か。行政運営の簡素化・効率化が図られるか。

（３）県民・ＮＰＯ等との協働の推進

→ 県民、ＮＰＯ等との協働により、県行政への県民参加や地域コミュニティ活動

が活発化するなど、その推進が図られるか。

５ 検討の手順

外部委託等の検討に当たっては、次の手順により行うものとする。

この検討の流れは、一度検討・見直して終わりということではなく、状況の変化等に

応じて繰り返し行う必要がある。

検討の手順をフローで示せば別紙１のとおりである。

■手順１：そもそも必要な業務か？

県が実施している業務について、何を目的に、どのような成果を得るために実施し

ている業務であるかを明確にした上で、社会経済状況の変化、県民ニーズの低下、法

令等の見直し等により、その必要性や成果が認められない、又は薄れたもの、類似業

務や代替手段のあるものは廃止する。

■手順２：行政が実施すべきか？

必要性が認められ、県が実施している業務について、公的関与の観点から、県行政

として関与すべき業務であるかを明確にし、公的関与の必要性が薄く県の責任領域で

ないものは、民営化・民間開放する。

■手順３：県が実施すべきか？

公的関与が認められ、県が実施している業務について、県と市町村の役割分担の観

点から、県として担うべき業務であるかを明確にし、県の責任領域でないものは、市

町村に移管・移譲する。

■手順４：県が直接実施すべきか？

県が担うべきと認められた業務について、その実施・執行方法の洗い出しを行い、

県が直接実施する必要のない業務は、民間への外部委託により実施するとともに、業

務の性格等に応じて、県民・ＮＰＯ等との協働により実施する。

ただし、業務の非効率化やコストアップにつながる外部委託等は行わないことが前

提であることから、県直営と外部委託のコスト比較を実施するものとする。

なお、ＮＰＯとの協働については、別途定める「ＮＰＯと行政との協働に関する指

針」を参照のこと。
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■手順５：仕事のやり方を変えられないか？

県が直接実施すべきと認められた業務について、業務の集約化・効率化など、仕事

のやり方を変えられないか検討する。

■手順６：組織を簡素・効率化できないか？

県が直接実施すべきと認められた業務について、仕事のやり方を見直すことにより、

組織の簡素・効率化ができないか検討する。

※手順５以下は、県が直接実施する業務の検討であり、直接外部委託等の検討ではな

いが、業務の効率向上のため、一連の流れとして、併せて検討し、その結果を業務

分担や組織改正等に反映させるものとする。

６ 具体的な取り組み

対象となる全ての業務について、検討手順に沿って外部委託等の導入について検討す

るが、次の項目について、特に取り組む必要がある。

（１）外部委託等に適すると考えられる類型的業務への導入の検討

一般的に外部委託等に適すると考えられる業務（別紙２「外部委託等に適すると考

えられる類型的業務一覧」）について、積極的に外部委託等の導入に取り組む必要が

ある。その際は、一連の業務の包括的な委託だけでなく、業務の分割による委託も積

極的に検討する。

（２）外部委託内容等の見直し・拡大

既に外部委託等を行っている業務について、業務遂行状況の把握や効果の検証を行

い、委託内容の見直しや拡大について検討する。

特に、委託料の積算について見直すべき点はないか、委託先が固定化していないか

など、前例に囚われず、見直しを検討する。

（３）新たな手法による外部委託等の検討

①指定管理者制度の検討

公の施設の管理運営について、県直営で管理運営している施設についても、その管

理運営のあり方について実態を検証し、指定管理者制度の導入の可能性について検討

する。

②市場化テストの検討

市場化テストは、国や地方自治体が提供する公共サービスについて、官と民との間

で競争入札を実施し、その提供主体や提供方法を決めていく新たな制度であるが、「競

争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共サービス改革法）」に規定さ

れている特定公共サービスや公共サービス改革基本方針に記載されている業務につい
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て、導入の可能性を検討する。

③ＰＦＩの検討

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は、公共施設等の建設、維持管理、運営等

を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であるが、効果的・効率

的な公共サービスの提供の観点から、その活用について検討する。

④非常勤職員や再任用職員等の活用の検討

専門的な知識や技術を生かした効果的・効率的な業務執行の観点から、非常勤職員

や再任用職員等の活用について検討する。

７ 委託先選定及び委託事業実施に当たっての留意事項

（１）選定手続の透明性確保等

効果的に競争原理を引き出すとともに、選定手続の透明性を確保するため、原則と

して入札により委託先を選定する。ただし、委託業務の性格に応じ、財務規則ルール

に則って随意契約することを妨げるものではない。

（２）県民・ＮＰＯ等への外部委託の配慮等

県政への県民参加と地域コミュニティ活動の推進の観点からの外部委託等を推進す

る場合は、県民・ＮＰＯ等を視野に入れた委託先選定作業を行うとともに、業務の性

格に応じて、委託業務の執行において県民参画の手法等を盛り込むなどの配慮・工夫

をする。

（３）委託先の代替性検討

いわゆる公社・事業団等を含む出資法人に対して、随意契約により委託をする場合

には、入札の実施により民間企業等への外部委託等が可能かどうかを十分検討する。

（４）個人情報の保護と機密性保持への配慮

個人情報をはじめとするデータ管理などその保護や機密性を保持することが必要と

なる業務を外部委託等する場合には、契約書類に必要な措置を講ずるよう記載するな

ど、その対応方法や責任の明確化を図る。

（５）業務遂行能力の調査

委託先選定に当たっては、委託業務内容どおりサービス水準が確保されるよう、委

託先の業務遂行能力について十分調査する。また、必要に応じて委託先の経営（財務）

状況等についても調査する。

（６）サービス水準等確保のためのモニタリングと実施結果の評価・検証

委託業務内容どおりサービス水準が確保されているか、守るべき基準に従って行わ
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れているかなど、外部委託等の実施状況や効果等を定期的に確認し、必要な指導等を

行う。また、外部委託等の実施結果についても、委託業務内容や委託料などの妥当性

や効果等を評価・検証する。

（７）知的財産権の帰属

発注内容に著作権等の知的財産権が含まれる場合は、当該知的財産権の取り扱いに

ついて書面をもって明確にする。

（８）協議事項等

アンケート調査を実施する場合の内容など、委託業務を進めるに当たって必要とな

る協議事項を仕様書等において示す。その場合、協議を行った内容について、書面で

記録に残すよう努める。

（９）県からの提供データの取扱

県から受託業者へ資料を提供する必要がある場合は、適切な保管及び廃棄方法を契

約書や仕様書に記載し、資料の保管及び廃棄を行う必要がある。

（10）関係部局との調整

調査研究業務の外部委託に当たっては、他所属において過去に同様の調査が行われ

ている場合には情報収集、他所属の関連施策事業に関係する場合は、調査の内容、方

法及び情報共有について検討を行い、効率的・効果的に事業を行う。

（11）調査結果の公表

調査研究業務等の結果は、その結果がより広範に活用されるよう、県ホームページ

等で県民に対して公表するよう努める。

（12）その他

事務処理は、会計局作成の「会計事務の手引き」等を参考に進める。
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【別紙１】

検 討 手 順 フ ロ ー チ ャ ー ト

業務の検証

必
要

性 １そもそも必要な業務か
の
確 ＹＥＳ ＮＯ 廃 止
認

２ 行 政 が 実 施 す べ き か
県
行 ＹＥＳ ＮＯ 民営化・民間開放
政
の

役 ３ 県 が 実 施 す べ き か
割
確 ＹＥＳ ＮＯ 市町村移管・移譲
認

４県が直接実施すべきか
委
託 外 部 委 託 等
可
能 ＹＥＳ ＮＯ
性 県 民 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 等
の と の 協 働
確
認

県が直接実施

《 県 が 直 接 実 施 す る 業 務 の 検 討 》

見実 ５仕事のやり方を変えられないか
直施
し方 ※見直し実施 検討 業務の集約化・効
法 率化
の

６組織を簡素・効率化できないか
組
織 ※見直し実施 検討 組織の簡素・効率化
の
見
直

し 効率的・効果的な
業務の実施
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【別紙２】

外部委託等に適すると考えられる類型的業務一覧

① 定型的・大量発生的業務

ｱ 集計・電算入力業務（給与計算、調査集計のための入力等）

ｲ 台帳整備等データ管理業務（各種台帳等管理）

ｳ 調査・統計業務（定期的に実施している調査や統計等）

ｴ 各種アンケート・意向調査業務（アンケート実施、報告書とりまとめ等）

ｵ 収納、給付、融資業務（使用料・手数料の徴収・収納、制度融資、債権回収等）

ｶ 普及・啓発業務（納税啓発、イベント等の宣伝・普及等）

ｷ 窓口サービス業務（受付案内、資料貸出・情報提供業務等）

ｸ 印刷製本業務（行政資料等印刷・製本）

ｹ 文書管理業務（文書・資料の整理保存、文書の収受・発送） 等

② 専門的知識や技術を必要とする業務

ｱ 設計・測量業務（施設設計、測量、図面作成等）

ｲ 情報化関連業務（コンピュータソフト開発、高度情報化システム開発等）

ｳ 審査・検査・試験研究等業務（書類審査、水質検査、品種改良試験研究等）

ｴ 用地買収等業務（用地買収関連業務、登記関係業務）

ｵ 技術指導・相談・訓練業務（技術指導、経営指導・相談、職業能力開発等）

ｶ 土木施設等維持管理業務（ダム施設、道路等の保守管理等）

ｷ 免許試験等業務（試験、登録、交付等）

ｸ 保安検査、検定試験等業務

ｹ 調査研究等業務（各種計画策定のための調査研究等） 等

③ 時期的に集中し、常時一定の職員を配置する必要のない業務

ｱ 展示会等開催業務（毎年度実施する展示会・展覧会業務）

ｲ 定期健康診断等業務 等

④ 各種イベント等関連業務

ｱ イベント等の運営業務（会場設営、会場案内、駐車場整理、受付・会場案内等）

ｲ 研修会・講習会の企画・運営業務 等

⑤ 施設の管理運営業務等

ｱ 公の施設管理運営業務（地方自治法第２４４条の２によるもの）

ｲ 庁舎・施設等管理業務（庁舎清掃、保守管理、警備、用務員等）

ｳ 公用車等管理・運転業務

ｴ 道路監視・維持管理業務（道路巡視・点検、道路補修・清掃・除雪等）

ｵ 施設の調理・給食業務

ｶ ほ場管理・農作業・家畜管理等業務

ｷ 財産管理業務（未利用地の維持管理） 等

⑥ その他委託により効果的・効率的な執行が期待できるもの

ｱ 広報・番組の制作等業務

ｲ 職員研修業務

ｳ 福利厚生事業

ｴ 誘致・販売促進業務（物産振興、企業誘致等） 等
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【参考１】コスト比較の計算例

□現在の経費（県直営）

計 算 式 計算結果 摘 要

事業費 千円

人件費 7,250千円／人×年間業務従事割合＝ 千円
3,700円／時間×所要時間数＝

合計 千円

□委託した場合の経費

計 算 式 計算結果 摘 要

委託料 千円

県執行 千円 委託する部分
事業費 以外の県が直

接執行する部
県執行 7,250千円／人×年間業務従事割合＝ 千円 分
人件費 3,700円／時間×所要時間数＝

合計 千円

【留意点】
・県直営のコスト計算は、人件費等を含めて行うこと。
・非常勤嘱託職員、臨時職員が行っている業務を新たに外部委託する場合は、その実態に
応じて人件費を算出すること。

・短期的な観点だけなく、中長期的観点からのコスト削減効果についても考慮すること。
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【参考２】外部委託等の種類と活用にあたっての考え方等

外部委託等の種類 実施主体 活用にあたっての考え方等

民間委託 民間企業 『群馬県外部委託等推進ガイドライン』

公社・事業団等 参照

ＮＰＯ等

指定管理者制度 民間企業 『公の施設の指定管理者制度運用に関す

公社・事業団等 る基本方針』参照

ＮＰＯ等

市場化テスト 民間企業 公共サービス改革法の特定公共サービス

公社・事業団等 及び公共サービス改革基本方針に記載さ

ＮＰＯ等 れている業務等

県関係の業務は納税証明書の交付、旅券

(ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ)申請、総務省所管の統計調査(就

業構造基本調査、全国物価統計調査)のみ

ＰＦＩ 民間企業等 公共施設の建設計画時に検討

『群馬県ＰＦＩ事業等活用ガイドライン』

参照

地方独立行政法人制 地方独立行政法人 試験研究機関、県立大学、水道事業、

度 工業用水道事業、電気事業、病院事業、

社会福祉事業、博物館等について検討

県民・ＮＰＯ等 ＮＰＯ 単独実施よりも効果が高まり、かつ県行

との協働 住民団体 政への県民参加や地域コミュニティ活動

県 の活発化につながる業務等

『ＮＰＯと行政との協働に関する指針』

参照

臨時職員 臨時短期的・短時間の単純業務

嘱託職員 県 嘱託ある程度継続的な補助業務

再任用職員の活用 再任豊富な経験と知識が必要な補助業務

市町村への権限移譲 市町村 条例による事務処理の特例（地方自治法

第252条の17の2第2項、地教行法第55条第

2項）により移譲

『群馬県知事の権限に属する事務の処理

の特例に関する条例』参照


